
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

申請受付期間：令和６年１月１２日（金）～ 令和６年２月２２日（木） 

期間内に、交付申請書・事業計画書・収支予算書を総務課企画係までご提出ください。 
団体で申請される場合は、構成員を示す書類（名簿等）を併せてご提出ください。 
各様式は町ホームぺージにてダウンロードできます。 

対 象 者 
町内で公益活動を行う団体もしくは個人 

※申請者等が未成年の場合は、責任を負える成人者が参加すること 

対 象 事 業 
1.町内で行う事業であること 

2.社会性及び協働性の高い公益的な事業であること 

支 援 金 額 原則として１事業上限１００万円 

対象外事業 

1. 町が交付する補助金等の交付を受けた事業 

2. 国・県の支出する補助金等の交付を受けた事業 

3. 宗教的活動、政治的活動及び公序良俗に反する事業 

4. 特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

対象外経費 

1. 団体の運営費及び人件費並びに事務所の維持管理経費 

2. 食糧費 

3. 直接事業に関わらない視察等の経費 

4. その他町長が不適当と認める経費 

申 請 回 数 
採択を受けた同一申請者による同一事業の再申請は、２回を限度とし 

毎年度審査を行います。 

書類の提出先及びお問い合わせ先 
〒393-8501  下諏訪町４６１３番地８ 下諏訪町 総務課企画係 

T E L ：０２６６－２７－１１１１（内線 257） 
F A X ：０２６６－２８－１０７０ 
E-mail：kyoudou@town.shimosuwa.lg.jp 

 

申請書類提出【 1 月 12 日（金）～2月 22 日（木）】 
↓ 

プレゼンテーション・審査会【令和 6年 4月中旬（予定）】 

↓ 

支援金交付事業の決定・通知 

（専用口座の開設） 

↓ 

支援金の請求・交付 
↓ 

事業実施 

↓ 

報告書類提出【令和 7年 1月下旬（予定）】 

↓ 

事業報告会・審査会の開催【令和 7年 3月（予定）】 

＜事業の流れ＞ ＜実施事業紹介＞ 

今まで実施された事業の一部を掲載します。 
 
＜商業＞ 

うまいもん市（平成 18～20 年） 
 
＜観光＞ 

開運温泉・楽市楽座（令和 2 年～3年） 
 
＜福祉＞ 

点訳ボランティア事業（平成 23 年） 
 
＜教育＞ 

夏休みこども研究所（平成 26～28 年） 
 
＜防災＞ 

きっと誰でも避難所開設できるキット 

（令和 2年～3年） 

令和６年１月１２日 


